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【 請 求 項 １ 】
　 識 別 情 報 を 変 動 表 示 可 能 な 可 変 表 示 装 置 と 、
　 遊 技 媒 体 の 挙 動 に 起 因 し て 抽 選 を 行 い 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 所 定 ラ ウ ン ド 数 の 特 賞 状 態
か ら な る 特 別 遊 技 状 態 を 導 出 す る か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 に て 前 記 特 別 遊 技 状 態 を 導 出 す る こ と が 判 定 さ れ た 場 合 に 、 通 常 モ ー ド に
移 行 す る の か 、 又 は 、 前 記 通 常 モ ー ド よ り も 価 値 の 高 い 特 別 モ ー ド に 移 行 す る の か を 決 定
す る モ ー ド 決 定 手 段 と を 備 え た 遊 技 機 で あ っ て 、
　 通 常 モ ー ド 時 に お い て は 、
　 前 記 モ ー ド 決 定 手 段 に よ り 通 常 モ ー ド に 移 行 す る こ と が 決 定 さ れ た 場 合 に は 、 前 記 可 変
表 示 装 置 に お い て 前 記 識 別 情 報 を 第 １ の 特 定 の 態 様 で 確 定 表 示 し 、 前 記 特 別 遊 技 状 態 を 導
出 し 、 そ の 後 通 常 モ ー ド に 移 行 す る よ う に 構 成 さ れ 、
　 前 記 モ ー ド 決 定 手 段 に よ り 特 別 モ ー ド に 移 行 す る こ と が 決 定 さ れ た 場 合 に は 、 前 記 可 変
表 示 装 置 に お い て 前 記 識 別 情 報 を 第 ２ の 特 定 の 態 様 で 確 定 表 示 し 、 前 記 特 別 遊 技 状 態 を 導
出 し 、 そ の 後 特 別 モ ー ド に 移 行 す る よ う に 構 成 さ れ 、
　 特 別 モ ー ド 時 に お い て は 、
　 前 記 モ ー ド 決 定 手 段 に よ り 特 別 モ ー ド に 移 行 す る こ と が 決 定 さ れ た 場 合 に は 、 前 記 可 変
表 示 装 置 に お い て 前 記 識 別 情 報 を 前 記 第 ２ の 特 定 の 態 様 に て 確 定 表 示 す る こ と を ひ か え て
、 前 記 第 １ 又 は 第 ２ の 特 定 の 態 様 と は 別 の 態 様 で 確 定 表 示 し て 、 前 記 特 別 遊 技 状 態 が た め
ら れ る よ う に 構 成 さ れ 、
　 前 記 モ ー ド 決 定 手 段 に よ り 通 常 モ ー ド に 移 行 す る こ と が 決 定 さ れ た 場 合 に は 、 前 記 可 変
表 示 装 置 に お い て 前 記 識 別 情 報 を 前 記 第 １ の 特 定 の 態 様 で 確 定 表 示 し 、 前 記 特 別 遊 技 状 態
を 導 出 し 、 そ の 後 通 常 モ ー ド に 移 行 す る よ う に 構 成 さ れ 、
　 当 該 通 常 モ ー ド 移 行 後 に お い て 、 前 記 た め ら れ た す べ て の 特 別 遊 技 状 態 又 は そ の 一 部 を
導 出 可 能 と す る と と も に 、
　 所 定 の 導 出 操 作 手 段 の 操 作 、 又 は 、 遊 技 機 の 外 部 に 設 け ら れ た 導 出 制 御 手 段 か ら の 指 示
が あ っ た 場 合 に は 、 前 記 た め ら れ た す べ て の 特 別 遊 技 状 態 又 は そ の 一 部 を 導 出 す る こ と を
特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 導 出 操 作 手 段 は 、 遊 技 者 に 操 作 不 能 な 位 置 に 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求



項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 導 出 操 作 手 段 は 、 遊 技 機 の 内 部 で 所 定 の ロ ッ ク 機 構 の ロ ッ ク 解 除 を 行 わ な け れ ば 操
作 不 能 な 位 置 に 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

(2) JP 2003-310929 A5 2005.9.22


	header
	written-amendment

